
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
要
綱

第
一

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
取
消
事
由
に
栄
養
教
諭
が
正
当
な
理
由
な
く
大
学
の
課
程
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻

繁
に
欠
席
し
て
い
る
こ
と
等
を
加
え
る
こ
と
。

第
二

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
栄
養
教
諭
に
係
る
定
数
が
定
め

ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負

担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）

栄
養
教
諭
が
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
対
象
職
員
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
各
都
道
府

県
ご
と
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
に
つ
い
て
、
栄
養
教
諭
を
加
え
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
改
正
を
行
う

こ
と
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



政
令
第
百
二
九
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
教
育
公
務
員
特

例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号

）
第
二
条
た
だ
し
書
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
百
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
各
号
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二

百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
四
号
中
「
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
等
（
同
条
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
等
を
い
う
。
第
七
条
第



一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
教
諭
、
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
、
「
）
、
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
）
、
栄
養

教
諭
等
」
に
、
「
養
護
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
養
護
教
諭
等
、
栄
養
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員

」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担

額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫

負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
号
中
「
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
等
」
に
改
め
、
「
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の

下
に
「
、
寄
宿
舎
指
導
員
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額
」
を
「
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月

額
」
に
、
「
学
校
栄
養
職
員
の
」
を
「
栄
養
教
諭
等
の
」
に
改
め
、
「
俸
給
」
の
下
に
「
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に

よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
」
を
加
え
、
同
条
第
七
号
中
「
学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数
」
を
「
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎

定
数
」
に
、
「
学
校
栄
養
職
員
に
」
を
「
栄
養
教
諭
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養



教
諭
等
」
を
加
え
、
「
、
学
校
栄
養
職
員
」
を
削
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数
」
を
「
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月

額
に
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

○
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
取
消
事
由
）

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
取
消
事
由
）

第
七
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

第
七
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
が
、

一

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
講
師
が
、
正
当
な
理
由

正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る
大
学
（
短
期
大
学
を

な
く
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の

除
く
。
）
の
大
学
院
の
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

大
学
院
の
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学

外
国
の
大
学
の
課
程
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い
る
こ
と

の
課
程
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い
る
こ
と
。

。
二

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
が
教

二

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
講
師
が
教
育
職
員
免
許

育
職
員
免
許
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
修
免
許
状
を
取
得
す
る
の
に
必
要

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
修
免
許
状
を
取
得
す
る
の
に
必
要
と
す
る
単
位

と
す
る
単
位
を
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
期
間
内
に
修
得
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

を
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
期
間
内
に
修
得
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
。

つ
た
こ
と
。



○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
十
五
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
指
導
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指

２

法
第
十
五
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
指
導
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指

導
と
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
加
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

導
と
し
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
加
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に

加
え
る
も
の
と
す
る
。

加
え
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
法
第
八
条
の
二

四

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
法
第
八
条
の
二

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
栄
養
教
諭
等
（
同
条
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
等
を
い
う
。

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
学
校
栄
養
職
員
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
共

第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
共
同

同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
二
に

調
理
場
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
二
に
規

規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

定
す
る
施
設
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
す
る
。
）
に
お

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
す
る
。
）
に
お
い

い
て
、
著
し
く
肥
満
し
て
い
る
児
童
又
は
生
徒
そ
の
他
の
飲
食
に
関
し
て
特
別
の

て
、
著
し
く
肥
満
し
て
い
る
児
童
又
は
生
徒
そ
の
他
の
飲
食
に
関
し
て
特
別
の
注

注
意
が
必
要
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
食
生
活
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の

意
が
必
要
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
食
生
活
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
指

指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考

導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考
慮

慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
八
条
の
二

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
八
条
の
二

五

（
略
）

五

（
略
）

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の
換
算
の
方
法
）

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の
換
算
の
方
法
）

第
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、

第
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、



養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
又

栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下

八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

こ
の
項
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お

い
て
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公

い
て
は
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
共
同

立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
共
同
調
理
場
を
含

調
理
場
を
含
む
。
）
の
教
職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及
び
教

む
。
）
の
教
職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護

諭
等
、
養
護
教
諭
等
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

教
諭
等
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
養
護
教
諭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
栄
養
教
諭
等
又
は
事
務
職
員
の
別
、
公
立
の
特
殊
教
育
諸
学

じ
。
）
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
の
別
、
公
立
の
特
殊
教
育
諸
学
校
の
小
学

校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
教
職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及

部
及
び
中
学
部
の
教
職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及
び
教
諭
等

び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
栄
養
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
又
は
事
務
職
員
の
別
ご

、
養
護
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
の
別
ご
と
に
、

と
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る

第
一
号
に
掲
げ
る
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
条

当
該
条
件
を
満
た
す
短
時
間
勤
務
職
員
の
数
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

件
を
満
た
す
短
時
間
勤
務
職
員
の
数
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



○

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

百
五
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

教
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職

四

教
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職

す
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
都
道
府

す
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
都
道
府

県
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

県
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育

）
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育

を
施
す
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
教

を
施
す
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
教

職
員
（
栄
養
教
諭
等
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五

職
員
（
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
寄
宿
舎
指
導
員
及
び
事
務

第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事

職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
人
当
た
り
の
給
料
（
給
料

務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
人
当
た
り
の
給
料
（
給

の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公

料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
額
と
し
て
、
国
家

務
員
の
俸
給
、
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教

公
務
員
の
俸
給
、
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の

育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以

教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
。

下
「
人
材
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置

以
下
「
人
材
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措

及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員

置
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職

の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

い
う
。

を
い
う
。



五

（
略
）

五

（
略
）

六

栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日

六

学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一

に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村

日
に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町

立
の
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下

村
立
の
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以

同
じ
。
）
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と

下
同
じ
。
）
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
学
校
栄
養
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月

し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て

額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別

い
る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
及

の
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
学
校

び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
実
数
等
を
勘

栄
養
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

し
た
額
を
い
う
。

七

栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日

七

学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一

現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
栄
養
教
諭

日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
学
校
栄

等
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教

養
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代

職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省

替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科

令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

八
〜
十

（
略
）

八
〜
十

（
略
）

十
一

盲
学
校
等
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五

十
一

盲
学
校
等
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五

月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
盲
学
校
等
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
校
長
、
教

月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
盲
学
校
等
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
校
長
、
教

頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
等
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導

頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
、
学

員
、
講
師
及
び
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
本
文

校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
本

に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
十

文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第

条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら

十
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か

育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数

ら
育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計

を
減
じ
た
数
を
い
う
。

数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。



（
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）

（
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）

第
二
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年

第
二
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年

度
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

度
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

る
経
費
」
と
い
う
。
）
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

る
経
費
」
と
い
う
。
）
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
算
定
総
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
都
道
府
県
に
つ

定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
算
定
総
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
都
道
府
県
に
つ

い
て
は
、
当
該
算
定
総
額
の
二
分
の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

い
て
は
、
当
該
算
定
総
額
の
二
分
の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額
に
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得

に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）



学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
参
照
条
文

○
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
（
抄
）

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
及
び
そ
の
要
件
等
）

第
二
十
六
条

公
立
の
小
学
校
等
の
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
は
、
任
命
権
者
の
許
可
を
受
け
て

、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
年
を
単
位
と
し
て
定
め
る
期
間
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
の
大
学
院
の
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又
は
こ
れ
ら

の
課
程
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
の
課
程
（
次
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
大
学
院
の
課
程
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
し
て
そ
の
課
程
を
履
修

す
る
た
め
の
休
業
（
以
下
「
大
学
院
修
学
休
業
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

教
諭
又
は
講
師
に
あ
つ
て
は
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
規
定
す
る
教
諭
の
専
修
免
許
状
、
養
護
教
諭
に
あ
つ
て
は

同

法
に

規

定
す

る

養
護

教

諭
の

専

修
免
許

状
、
栄
養

教
諭
に
あ
つ
て

は
同

法

に

規
定
す

る

栄
養
教

諭
の

専
修
免
許
状
の
取
得
を
目
的
と
し
て

い
る
こ

と

。
二

取
得
し
よ
う
と
す
る
専
修
免
許
状
に
係
る
基
礎
と
な
る
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
教
諭
の
一
種
免
許
状
若
し
く
は
特
別
免
許
状
、
養
護

教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状
で
あ
つ
て
、
同
法
別
表
第
三
、
別
表
第
五
、
別
表
第
六
、
別
表
第
六
の
二
又
は
別
表
第
七
の
規
定
に

よ
り
専
修
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
こ
と

。
三

取
得
し
よ
う
と
す
る
専
修
免
許
状
に
係
る
基
礎
と
な
る
免
許
状
に
つ
い
て
、
教
育
職
員
免
許
法
別
表
第
三
、
別
表
第
五
、
別
表
第
六
、
別
表
第
六
の
二

又
は
別
表
第
七
に
定
め
る
最
低
在
職
年
数
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

四

条
件
付
採
用
期
間
中
の
者
、
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
、
初
任
者
研
修
を
受
け
て
い
る
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
で
な
い
こ
と
。

２

大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
は
、
取
得
し
よ
う
と
す
る
専
修
免
許
状
の
種
類
、
在
学
し
よ
う

と
す
る
大
学
院
の
課
程
等
及
び
大
学
院
修
学
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
明
ら
か
に
し
て
、
任
命
権
者
に
対
し
、
そ
の
許
可
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
大
学
院
修
学
休
業
の
効
果
）

第
二
十
七
条

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
は
、
地
方
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し

な
い
。

２

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
給
与
を
支
給
し
な
い
。

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
失
効
等
）

第
二
十
八
条

大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
は
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
が
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受

け
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

任
命
権
者
は
、
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
又
は
講
師
が
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る
大
学
院
の
課
程
等
を



退
学
し
た
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

○
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
）

（
学
校
給
食
栄
養
管
理
者
）

第
五
条
の
三

義
務
教
育
諸
学
校
又
は
共
同
調
理
場
に
お
い
て
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
は
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
者
で
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
知
識
若
し
く
は
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
及
び
教
頭
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
及

び
教
頭
と
し
、
特
殊
教
育
諸
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
の
属
す
る
特
殊
教
育
諸
学
校
の
校
長
及
び
教
頭
と
す
る
。
）
、
教
諭
、
養

護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条

の
三
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
事
務
職
員
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吏
員
に
相
当
す
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
の
者

に
限
る
。
第
十
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

第
八
条
の
二

栄
養
教
諭
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
以
下
「
栄
養
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と

す
る
。

一

学
校
給
食
（
給
食
内
容
が
ミ
ル
ク
の
み
で
あ
る
給
食
を
除
く
。
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
の
前
期
課
程
で
専
ら
当
該
学
校
又
は
当
該
課
程
の
学
校
給
食
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
置
く
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
単
独

実
施
校
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
児
童
又
は
生
徒
の
数
が
五
百
五
十
人
以
上
の
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
五
百
五
十
人
以
上
単
独
実
施
校
」
と
い
う
。
）
の

数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
単
独
実
施
校
の
う
ち
児
童
又
は
生
徒
の
数
が
五
百
四
十
九
人
以
下
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「

五
百
四
十
九
人
以
下
単
独
実
施
校
」
と
い
う
。
）
の
数
の
合
計
数
か
ら
同
号
に
該
当
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
五
百
四
十
九
人
以
下
単
独
実
施
校
の
数
の

合
計
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
の
合
計
数

二

五
百
五
十
人
以
上
単
独
実
施
校
又
は
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
市
町
村
以
外



の
市
町
村
で
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
五
百
四
十
九
人
以
下
単
独
実
施
校
の
数
の
合
計
数
が
一
以
上
三
以
下
の
市
町
村
の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

三

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
共
同
調
理
場
に
係
る
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
児
童
及
び
生
徒
（
給
食
内
容
が
ミ
ル
ク
の

み
で
あ
る
給
食
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
区
分
ご
と
の
共
同
調
理
場
の
数
に
当
該
区
分
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数

共
同
調
理
場
に
係
る
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
児
童
及
び
生
徒
の
数

乗
ず
る
数

千
五
百
人
以
下

一

千
五
百
一
人
か
ら
六
千
人
ま
で

二

六
千
一
人
以
上

三

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
十
五
条

第

七
条
か
ら
第

九

条
ま
で

及
び

第

十
一

条
か
ら

前
条
ま
で
の

規

定
に
よ

り
教

頭
及
び

教

諭
等
、
養
護
教

諭
等
、

栄
養
教

諭
等
、

寄
宿
舎
指
導
員

並
び
に
事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定

め
る
数
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
存
す
る
地
域
の
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
の
政
令
で
定
め
る
教
育
上
特
別
の
配
慮
を
必
要

と
す
る
事
情

二

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
第
八
条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
栄
養
教
諭
等
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
共
同
調
理
場
に
係
る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
す
る
。
）
又
は
聾
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
に
お
い

て
教
育
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
特
別
の
指
導
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
多
様
な
教
育
を
行
う
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
に
関
す
る
事
情
で
あ
つ
て
事
務
処

理
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

四

当
該

学

校
の
教

職
員
が
教
育
公
務
員
特
例
法

（
昭
和

二
十
四

年
法
律
第
一
号
）
第

二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
に
わ

た
る
研
修
を

受
け
て

い

る
こ
と
、
当
該
学
校
に
お
い
て
教
育
指
導
の
改
善
に
関
す
る
特
別
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の
換
算
）

第
十
七
条

第
六
条
の
二
か
ら
第
九
条
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
職
員
の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と



こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
（
共
同
調
理
場
を
含
む
。
）
に
置
く
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、

講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
の
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
七
条
又
は
第
十
一
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
教
頭
及
び
教
諭
等
の
数
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に

置
く
非
常
勤
の
講
師
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
及
び
そ
の
配
置
の
目
的
等
を
考
慮
し
て
政
令

で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
の
数
に
換
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
（
抄
）

（
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
）

第
二
条

国
は
、
毎
年
度
、
各
都
道
府
県
ご
と
に
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
盲
学
校
及
び
聾
学
校
の
小
学
部
及
び
中

学
部
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
含
む
も
の
と
し
、
以
下
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と
い
う
。
）

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
実
支
出
額
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
各
都
道
府

県
ご
と
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
係
る
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に

掲
げ
る
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
（
退
職
手
当
、
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
並
び
に
旅
費
を
除
く
。
）
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職

員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
」
と
い
う
。
）

二

都
道
府
県
立
の
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し

た
教
育
を
施
す
も
の
に
限
る
。
）
、
中
等
教
育
学
校
、
盲
学
校
及
び
聾
学
校
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費

○
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う
。

２

こ
の
法
律

に
お
い
て
「
教
育
職
員
」
と
は
、
校
長
、
教
頭
及
び

教
育
職
員
免
許

法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
四

十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
教
員
を
い
う
。

（
優
遇
措
置
）

第
三
条

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
公
務
員
の
給
与
水
準
に
比
較
し
て
必
要
な
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。

○
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
抄
）

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
取
消
事
由
）

第
七
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
講
師
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
。
）
の
大
学
院
の
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
大
学
の
課
程
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い

る
こ
と
。

二

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
講
師
が
教
育
職
員
免
許
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
修
免
許
状
を
取
得
す
る
の
に
必
要
と

す
る
単
位
を
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
期
間
内
に
修
得
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
こ
と
。

○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
抄
）

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

法
第
十
五
条
第
一
号

の
政
令
で
定
め
る
教
育
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
事
情
は
、
市
町
村
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律

第

六
号
）

第

二
条
第

一
項
に

規
定
す

る

市
町
村

の
合
併
が
平
成
十
七
年
三
月

三
十

一

日
ま
で

に
行
わ
れ
、
か

つ
、

同
法
第

五
条
第

一
項

の

規
定
に
基
づ
き

作
成
さ
れ
た
市
町
村
建
設
計
画
に
基
づ
く
統
合
の
た
め
教
育
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

の

前

期
課

程
で

あ

つ

て
そ

の
統
合
の
日
か
ら

五
年
を

経
過
し
な
い
も
の
が

存
す
る
こ
と
と
し
、

法
第
十
五
条

の

規
定
に
よ
り
教

職
員

の

数
を

加
え
る

場

合

に
お
い
て
は
、
法
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
統
合
前
の
各
学
校
に
つ
い
て
算
定
し
た
教
職
員
の
数
の
合
計
数
と
同
項

の
規
定
に
よ
り
統
合
後
の
学
校

に

つ

い
て

算

定
し

た
教
職
員
の
数
の
合
計
数
と
の

差
を
考
慮
し
て

文
部
科
学
大
臣
が

定
め

る
数
を

同
条

の
規
定
に
よ

り
算
定
し

た
数
に
加
え

る
も
の
と
す

る
。

２

法
第

十
五
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め

る
特

別
の

指
導
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

指
導
と
し
、
同
条
の
規
定
に
よ

り
教
職
員
の
数
を
加
え
る
場
合
に
お

い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
数
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
心
身
の
故
障
を
有
す
る
児
童
又
は
生
徒
（
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
特
殊
学
級
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
殊
学
級
」
と
い
う
。
）
の
児
童
及
び
生
徒
を

除
く
。
）
に
対
し
て
当
該
心
身
の
故
障
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
七
条

二

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
、
学
習
指
導
上
、
生
徒
指
導
上
又
は
進
路
指
導
上
特
別
の
配
慮
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
情
を
有
す
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
当
該
事
情
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数



等
を
考
慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
七
条

三

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
、
心
身
の
健
康
を
害
し
て
い
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
そ
の
回
復
の
た
め
の

特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
八
条

四

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
法
第
八
条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
学
校
栄
養
職
員
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
第
四
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
と
す
る
。
）
に
お
い
て
、
著
し
く
肥
満
し
て
い
る
児
童
又
は
生
徒
そ

の
他
の
飲
食
に
関
し
て
特
別
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
食
生
活
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
八
条
の
二

五

聾
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
に
お
い
て
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
児
童
又
は
生
徒
（
特
殊
学
級
の
児
童
及
び

生
徒
を
除
く
。
）
で
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
心
身
の
故
障
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て
当
該
心
身
の
故
障
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数

第
十
一
条

３

法
第
十
五
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
つ
い
て
、
当
該
学
校
を
含
む
複
数
の
義

務
教
育
諸
学
校
に
お
い
て
多
様
な
人
材
の
活
用
、
情
報
化
の
促
進
等
に
よ
り
多
様
な
教
育
が
行
わ
れ
る
場
合
に
当
該
学
校
が
そ
の
た
め
の
事
務
処
理
の
拠
点

と
な

つ
て

い
る
こ

と

と
し

、

同
条

の
規
定
に
よ
り
教

職
員
の
数
を
加
え

る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
拠
点
と
な
つ
て

い
る
学

校
の
数

等
を

考
慮
し
て

文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
数
を
法
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十

五
条
第
四

号
の

政
令
で

定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
当
該
学
校
の
教
職
員
が

同
号

に
規
定
す

る
研
修
を

受
け
て

い
る
こ

と
、
当

該
学

校
（
共

同
調

理
場
を
含
む
。
）
に
お
い
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
教
育
指
導
の
改
善
若
し
く
は
事
務
処
理
の
効
率
化
に
関
す
る
特
別
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
又

は
当

該
学

校
の
教

職
員
が
教

育
公
務
員
特
例

法

（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
一
号
）
第

二
十

三
条
第
一
項
の
初
任

者
研
修
を

受
け
て

い
る
こ

と
と
し

、
法
第

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
加
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
学
校
（
共
同
調
理
場
を
含
む
。
）
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る

数
を
法
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
又
は
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

（
教
職
員
定
数
の
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
等
の
数
へ
の
換
算
の
方
法
）

第
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
職
員
の
数
を
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育

学

校
の

前

期
課

程
（
共

同
調
理
場
を
含
む

。
）
の
教

職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養

護
教
諭
等
（
法
第
八
条

に

規

定

す
る
養
護
教
諭
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
の
別
、
公
立
の
特
殊
教
育
諸
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部

の
教
職
員
の
数
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
校
長
、
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
又
は
事
務
職
員
の
別
ご
と
に
、
第

一
号
に
掲
げ
る
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
条
件
を
満
た
す
短
時
間
勤
務
職
員
の
数
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。



一

換
算
し
よ
う
と
す
る
教
職
員
の
数

二

短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
区
分
ご
と
に

当
該
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
に
当
該
区
分
に
係
る
短
時
間
勤
務
職
員
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
小
数
点
以
下
第
一
位
の
数
字
が
五
以
上
で
あ
る
と
き
は
一
に
切
り
上
げ
、
四
以
下
で
あ
る
と
き
は
切
り
捨
て
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

２

法
第
十
七

条
第

二
項
の

規
定
に
よ

り
教

頭
及
び

教

諭
等
の
数
を

同
項

に
規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
非
常
勤
の
講
師
」

と
い
う
。
）
の
数
に
換
算
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
教
頭
及
び
教
諭
等
又
は
公
立
の
特

殊
教
育
諸
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
教
頭
及
び
教
諭
等
ご
と
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
が
第
二
号
に
掲
げ
る
数
と
等
し
く
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
条

件
を
満
た
す
非
常
勤
の
講
師
の
数
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一

換
算
し
よ
う
と
す
る
教
頭
及
び
教
諭
等
の
数

二

非
常
勤
の
講
師
の
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
に
よ
る
区
分
ご
と
に
当
該
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
に
当
該
区
分
に
係
る
非
常
勤
の
講
師
の
数
を
乗
じ
て
得
た

数
の
合
計
数
を
四
十
で
除
し
て
得
た
数

○
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
般
教
職
員

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
標
準
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
若
し
く
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
以
外
の
者
を
い
う
。

二

給
料
の
調
整
額

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
給
料
の
調
整
額
を
い
う
。

三

教
職
調
整
額

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
教
職
調
整
額
を
い
う
。

四

教
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

（
都
道
府
県
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教

育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
教
職
員
（
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校



給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
一
人
当
た
り
の
給
料
（
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
学
校
教
育

の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
人
材
確
保

法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
の
実

数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

五

教
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助

教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る

学

級
編

制

の
標

準
に
よ

り

算
定
し

た
学

級
数
に
基
づ
き

標

準
法
第
七
条

及
び

第
八
条
の
規
定
に
よ

り
算
定
し

た
数
、

地
方

教

育
行

政
の
組

織
及
び

運
営

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
九
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
指
導
主
事
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
た
数
並
び
に
標
準
法
第
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
産
休
代
替
教
職
員
等
」
と
い
う
。

）
の
実
数
の
合
計
数
か
ら
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て

い
る
者
（
以
下
「
育
児
休
業
者
」
と
い
う
。
）
、
地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
専
従
職
員
」
と
い

う
。
）
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

六

学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
町
村
立
の
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
学
校
栄
養
職
員
の
一
人

当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理

場
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
学
校
栄
養
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

七

学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場

の
学

校

栄
養

職
員

に

つ

い
て

、

標

準
法

第
八
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
専

従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

八

事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
事
務
職
員
の
一
人

当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
事
務
職

員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

九

事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
の
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第

三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休

代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

十

盲
学
校
等
教
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
公
立
の
盲
学
校
及
び
聾
学
校
（
以
下
「
盲
学
校
等
」

と
い
う
。
）
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ



り
講
じ
ら
れ
て

い
る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
盲
学
校
等
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
実
数
等
を
勘
案

し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

十
一

盲
学
校
等
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
盲
学
校
等
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の

校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
、
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第

一
項
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教

職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

（
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）

第
二
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職
員
の
給
与
及
び
報

酬
等
に
要
す
る
経
費
」
と
い
う
。
）
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
算
定
総
額
」
と
い
う
。
）

を
超
え
る
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
当
該
算
定
総
額
の
二
分
の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

一

教
員
基
礎
給
料
月
額
に
教
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

二

学
校
栄
養
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
学
校
栄
養
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

四

盲
学
校
等
教
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
盲
学
校
等
教
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

五

公
立
の
小
学
校
等
、
公
立
の
盲
学
校
等
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
に
係
る
給
料
の
調
整
額
、
教
職
調
整

額
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
手
当
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手

当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含

む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員

業
績
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
与
の
種
類
ご
と
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
及
び
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に

よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
度
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し

た
額
の
合
計
額
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